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入札説明書 

 

環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所の令和７年度(繰越)知床生態系維持回

復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタリング）業務に係る手続開始の公示に基づく指名

競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１．手続開始の公示日 令和８年４月16日 

 

２．契約担当官等 

分任支出負担行為担当官 北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長 岡野 隆宏 

 

３．業務の概要 

(1) 業務名 

令和7年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタリング）

業務 

(2) 業務の目的 

本業務は、知床世界自然遺産地域科学委員会の助言を得て行うエゾシカ対策のうち、

植生保護柵や捕獲補助柵の整備又はその効果検証等に必要な植生調査等について、知

床国立公園生態系維持回復事業計画の実施のために行うものである。 

(3) 業務内容 

・植生等モニタリング調査 

・簡易手法による指標種の回復量調査 

 詳細は別添１特記仕様書による。 

(4) 業務の打合せは全３回とする。 

(5) 再委託の禁止 

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

(6) 成果品 

成果品は別添１特記仕様書による。 

(7) 履行期間 

履行期間は、以下のとおり予定している。 

契約締結の翌日 ～ 令和９年２月26日 

(8) 担当部局 

〒０８５－８６３９ 

北海道釧路市幸町10－3 釧路地方合同庁舎４階 

環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所総務課 

電話 ０１５４－３２－７５００ 

電子メ－ル NCO-KUSHIRO＠env.go.jp 

(9) その他 

本業務の特記仕様書及び契約書（案）は別添１、２のとおりである。 

 

４．入札方式等 

 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務

である。ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得

て紙入札方式に代えるものとする。この場合は、環境省入札心得に定める様式２によ

る書面を令和８年４月28日（火） 

１７時までに下記に提出すること。 

この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。 

① 受付窓口：３．(8)担当部局に同じ 

② 受付時間：行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定す

る行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。

以下「休日」という。）を除く毎日の９時００分～１７時１５分（12時

から13時までを除く。）まで。 

③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則とし
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て認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続き

に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 

以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て

上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 

 

５．指名されるために必要な要件 

入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参

加資格確認通知書を通知する。ただし、紙入札方式による参加者については書面により競

争参加資格確認通知書を通知する。なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和８年５月

１日（金）を予定する。 

(1) 入札参加者に要求される資格 

① 企業に関する事項 

1) 基本的要件 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。 

ａ） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第

98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者である

こと。 

ｂ） 環境省における令和０７・０８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち

「自然環境共生コンサルタント業務」の認定を受け、北海道内に「本店、支店

又は営業所」を有していること。（会社更生法（平成14年法律第154号）に基

づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手

続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認

定を受けていること）。 

※ 上記に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けてない者も参加表明

書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時

において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていな

ければならない。 

なお、開札日は、令和８年５月19日（火）を予定している。 

ｃ) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（bの再認定を受けた

者を除く。）でないこと。 

ｄ） 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省北海道地方環

境事務所から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停

止等措置要領」（令和2年12月25付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を

受けている期間中でないこと。 

ｅ） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるも

のとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当

該状態が継続している者でないこと。 

2)  資本関係及び人的関係に関する要件 

参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係

のないこと。 

a)  資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ｱ)  親会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号の２に規定する親

会社等をいう。ｲ）において同じ。）と子会社等（同条第３号の２に規定する

子会社等をいう。ｲ）において同じ。）の関係にある場合 

ｲ)  親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

b) 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしｱ)については、会社等（会社

法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等

をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存

続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 
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ｱ)  一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

ｲ)  一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社

更生法第67条第１項の規定により専任された管財人（以下「管財人」という。）

を現に兼ねている場合 

ｳ)  一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

3)  業務実施体制に関する要件 

 参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。 

・再委託の内容が主たる部分の場合。 

・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。 

4)  参加表明者の同種業務の実績に関する要件 

a)  世界自然遺産地域内において、下記に示される同種業務等を令和３年度以降

公示日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含まない）において１

件以上の実績を有すること。なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分

析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。 

・同種業務：世界自然遺産地域内における植生調査業務 

・類似業務：国立公園における植生調査業務 

b)  実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。ただし、「設計

等請負業務成績評定要領の制定について」（平成20年８月13日付け環境会発第

080813003号、環自総発第080813003号）及び「設計等請負業務成績評定要領の

改定について」（令和4年5月19日付け環境会発第2205192号）の対象業務以外の

業務は、この限りではない。 

c)  令和６年度から７年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境

共生コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。ただし、100

万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。 

②  予定管理技術者に関する要件 

予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の

実績を有する者であることとする。 

1） 予定管理技術者の資格に関する要件 

下記のいずれかの資格を有する者。 

・技術士(環境部門：自然環境保全)の資格を有し、技術士法による登録を行っ

ている者。 

・ＲＣＣＭ（建設環境部門）又はビオトープ管理士（1級）又は生物分類技能検

定合格者（1級）の資格を有し、｢登録証書｣の交付を受けている者。 

2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件 

下記の実績を有する者。 

下記に示される同種業務等について、平成28年度以降公示日までに完了した業

務において、１件以上の実績を有する者。なお、関連する調査、計画、研究、企

画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。 

・同種業務：世界自然遺産地域内における植生調査業務 

・類似業務：国立公園における植生調査業務 

ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。 

3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件 

令和８年４月16日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のもの

を含む）が４億円未満かつ１０件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、

又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。 

4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件 

令和５年度から７年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の

自然環境共生コンサルタント業務の平均技術者評点が６５点以上であること。た

だし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。 

5) 外国資格を有する技術者の資格要件 

外国資格を有する技術者（我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市

場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）について

は、あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（土地・建設
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産業局建設市場整備課）を受けている必要がある。 

なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明

書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書

の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日まで

に大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 

 

６．入札参加者を指名するための基準 

参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目（「企業の評価」、「予定管理技術者

の評価」）について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。 

 

【①企業の評価】 

評価 

項目 

評価の着眼点 評価

点  判断基準 

参

加

表

明

者

の

経

験

及

び

能

力 

 

実

績

等 

専

門

技

術

力 

成果の

確実性 

 

過去５年間の同種

業務等の実績の内

容 

 

 

 

 令和３年度以降公示日までに完了し

た同種または類似業務の実績を評価す

る。 

 

① 同種業務の実績（関連する調査研究 

実績を含む。）がある。 ：15点 

② 類似業務の実績（関連する調査研究 

実績を含む。）がある。 ：10点 

③ ①②以外は選定しない。 ： － 

15点 

 

成

績 

・ 

表

彰 

 

専

門

技

術

力 

 

業務評

定点 

 

過去２年間の同じ

業種区分の業務成

績 

 

 令和６年度～７年度末までに完了し

た業務のうち、同じ業種区分の環境省発

注業務の平均業務評定点により評価す

る。ただし、100万円を超える環境省発

注業務の実績がない場合は、この限りで

はない。 

 

① 80点以上        ：10点 

② 75点以上 80点未満   ： 8点 

③ 70点以上 75点未満   ： 6点 

④ 65点以上 70点未満   ： 4点 

⑤ 実績がない場合     ： 0点 

10点 

 

表彰等 

 

過去３年間の業務

表彰の有無 

 

 令和５年度以降公示日までの同種業

務に係る国（地方環境事務所及び自然環

境事務所を含む。）、都道府県、公的団

体（公的な学術団体等）の表彰について、

表彰の内容により評価する。 

 

① 国レベルの表彰あり    ：10点 

② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点 

③ 表彰なし         ： 0点 

 

10点 
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ワーク・ライフ
・バランス等の
推進に関する
取組状況 

 

※複数（区分 1
～3）の認定
等に該当す
る場合は、最
も配点が高
い区分によ
り加点を行
うものとす
る。 

 

※ 内閣府男
女共同参画
局長の認定
等相当確認
を受けてい
る外国人に
ついては、相
当する各認
定等に準じ
て加点する。 

 
※  参加表明

書提出時点
において認
定等期間中
であること。 

区分１ 

女性活躍推進法に
基づく認定（プラチ
ナえるぼし認定企
業・えるぼし認定企
業） 

 

 ①プラチナえるぼし ※１  : ５点 

②３段階目  ※２        : ４点 

③２段階目 ※２        : ３点 

④１段階目 ※２     : ２点 

⑤行動計画 ※３        : １点 

⑥認定無し          ：０点 

 

※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日 
施行)第 12条に基づく認定 

※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認
定。なお、労働時間等の働き方に係
る基準は満たすことが必要。 

※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業
主行動計画の策定義務のない事業主
（常時雇用する労働者の数が 100人
以下のもの）に限る（計画期間が満
了してない行動計画を策定している
場合のみ）。 

 

5点 

区分２ 

次世代法に基づく
認定（プラチナくる
みん認定企業・くる
みん認定企業・トラ
イくるみん認定企
業） 

 

① プラチナくるみん     : ３点 

② くるみん（新基準※4） : ２点 

③ くるみん（旧基準※5）  ：1点 

④ トライくるみん      ：1点 

⑤ 認定無し         ：０点 

※4 新くるみん認定(改正後認定基準(
令和 4年 4月 1日施行）により認定） 

※5 旧くるみん認定（改正前認定基準又
は改正省令附則第２条第 5 項の経過
措置による認定） 

 

区分３ 

若者雇用促進法に
基づく認定（ユース
エール認定企業） 

 

 ① 認定あり         : 3点 

 ② 認定無し         ：0点 

事故及び不誠

実な行為 

 

環境省北海道地方環境事務所長から建設コンサルタント業

務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記

の順位で評価を減ずる。 

① 文書注意（参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点

の 50％相当を減ずる） 

② 口頭注意（参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点

の 25％相当を減ずる） 

― 

 

小計 40点 

※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等

に対する加点は下記のとおりとする。 

１ 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。（当該官公需適格
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組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。） 

２ 共同企業体（ジョイント・ベンチャー、ＪＶ） 

  共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた

点数の和を用いて加点評価する。 

３ 共同実施 

  共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の

和を用いて加点評価する。 
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【②予定管理技術者の評価】 

評価 

項目 

評価の着眼点 評価

点  判断基準 

予

定

管

理

技

術

者

の

経

験

及

び

能

力 

 

資

格 

・ 

実

績

等 

 

資

格

要

件 

 

技術者

資格 

 

技術者資格等、その

専門分野の内容 

 

業務において必要とされる技術者資

格について評価する。 

① 技術士（環境部門:自然環境保全） 

：７点 

② ・ＲＣＣＭ（建設環境部門） 

・ビオトープ管理士（１級） 

・生物分類技能検討合格者（1級） 

             ：4点 

③ ①②以外は選定しない   ：－ 

７点 

 

継続教

育 

 

令和７年度の継続

教育（CPD）の点数 

 

ＣＰＤ取得単位を評価する。 

① 50単位以上       ：3点 

② 25単位以上 50 単位未満 ：2点 

③ 10単位以上 25 単位未満 ：1点 

④ 10単位未満       ：0点 

３点 

 

専

門

技

術

力 

成 果 の

確実性 

 

過去 10 年間の同種

業務等の実績の内

容 

 

 下記の順位で評価する。 

① 平成 28年度以降公示日までに完了

した同種業務の実績（関連する調査

研究実績を含む。）がある。 

             ：15点 

② 平成 28年度以降公示日までに完了

した類似業務の実績（関連する調査

研究実績を含む。）がある。 

             ：10点 

③ ①②以外は選定しない。  ：－ 

 

15点 

 

成

績 

・ 

表

彰 

 

専

門

技

術

力 

 

業務評

定点 

 

過去３年間に担当

した同じ業種区分

の業務成績 

 

 令和 5年度～7年度末までに完了した

業務について、担当した同じ業種区分の

環境省発注業務の平均技術者評定点を

評価する。 

なお、成績評定を受けた環境省の発注

業務の業務実績がない場合には加点し

ない。 

① 75点以上         ：15点 

② 70点以上 75点未満    ：10点 

③ 65点以上 70点未満    ： 5点 

④ 65点未満又は評価点なし  ： 0点 

15点 

 

表彰等 

 

過去５年間の技術

者表彰の有無 

 

 過去５年間の同種業務に係る国（地方

環境事務所及び自然環境事務所を含

10点 
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む。）、都道府県、市町村、公的団体（公

的な学会等）の表彰について、表彰の内

容により評価する。 

① 国レベルの表彰あり    ：10点 

② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点 

③ 表彰なし         ： 0点 

 専

任

性 

 

専任性 

 

手持ち業務金額及

び件数（特定後未契

約のものを含む。） 

 

① ②以外の場合       ：10点  

② 下記の場合は選定しない。 

 全ての手持ち業務の契約金額の合

計が４億円以上、又は手持ち業務の

件数が 10件以上。 

（手持ち業務とは、管理技術者又は担

当技術者となっている500万円以上

の他の業務を指す。） 

10点 

 

小計 60点 

※複数の技術者を評価する場合は、評価点を適宜変動させて配分する。 

【③業務実施体制】 

評価 

項目 

評価の着目点 評価

点  判断基準 

業務実

施体制 

 

業務実施体制の妥当性 

 

  なお、下記のいずれかの項目に該当す

る場合には選定しない。 

① 業務の主たる部分を再委託として

いる。 

② 業務の分担構成が、不明確又は不自

然な場合。 

－ 

 

 

合計 100点 

  ※評価項目を設定しなかった場合の評価点は、他の評価項目の評価点に振り替えること

とする。 

 

７．参加表明書の提出等 

(1) 作成方法 

電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。 

① 配布された様式（様式－１から様式－10）を基に作成を行うものとする。 

文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、

Microsoft Excel2010 形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。 

② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。

なお、圧縮することにより１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出

（圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。）と

して認める。ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。 

なお、提出するファイル容量は７MB以内（圧縮ファイルを活用した場合も同様）と

し、やむを得ず申請書及び資料が７MB以上となる場合は分割して送信し、環境省に提

出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。電子調達システムのデータ
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上限は１０MBとすること。 

指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式（電子調達システムとの分

割は認めない）を持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。

また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面（様式自由）のみを送信する

こと。 

1) 郵送する旨の表示 

2) 郵送する書類の目録 

3) 郵送する書類のページ数 

4) 発送年月日 

③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、送信され

た参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。 

(2) 関連資料 

①５.(1) ① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提

出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務

実績情報システム（テクリス）」に登録されている場合､または一般社団法人公共建築

協会の｢公共建築設計情報システム（PUBDIS）｣登録されている場合は、契約書等の写

しを提出する必要はない。 

②過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出

すること。 

③予定管理技術者に係る技術士（環境部門：自然環境保全）又はＲＣＣＭ（建築環境部門）、

ビオトープ管理士（1級）、生物分類技能検定合格者（1級）の登録証等の写しを提出

すること。 

④予定管理技術者に係る令和７年度の継続教育（CPD）の点数が記載されている資料の写

しを提出すること。 

⑤予定管理技術者が、平成28年度以降公示日までに完了した業務（５．(1) ② 2）に示

す同種業務）において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、

業務に係る契約書等の写しを提出すること。 

⑥予定管理技術者が令和５年度以降公示日までに完了した業務（同じ業種区分の環境省発

注業務（建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務（照査

技術者として従事した業務は除く。）を含む））がある場合は、成績評定点を確認で

きる書類（委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し）を提出すること。 

⑦過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰（優秀技術者表彰等）の実績が記載さ

れている資料の写しを提出すること。 

⑧予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、

評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要（Ａ４

判１枚程、任意様式）」及び「業務における立場と役割（Ａ４判３枚以内、任意様式）」

を提出すること。 

(3) 提出期限、提出場所及び提出方法 

提出期限：令和８年４月28日（火）１７時００分。 

ただし、紙入札方式による場合は、同日の１６時００分 

提出場所：紙入札方式による場合は３.(8)担当部局に同じ。 

提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は

持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 

 

８．非指名理由について 

参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指

名しなかった理由（以下「非指名理由」という）を、電子調達システムにより通知する。

ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって分任支出負担行為担当官から

通知する。 

 

９．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。ただし、紙入札方

式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書（書式自由、ただし規格はＡ４判）に
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より行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。電子メ－ルにより

提出した場合は、３．(8)に提出した旨を、電話で通知すること。 

① 電子調達システムによる受付期間 

1) 参加表明書に係る質問 

令和８年４月16日（木）～令和８年４月22日（水）１７時００分まで。 

② 紙入札方式による受付場所 

〒０８５－８６３９ 

北海道釧路市幸町10－3 釧路地方合同庁舎４階 

環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所総務課 

電話 ０１５４－３２－７５００ 

電子メ－ル NCO-KUSHIRO＠env.go.jp 

③ 紙入札方式による受付期間 

1) 参加表明書に係る質問 

令和８年４月16日（木）～令和８年４月22日（水）１７時００分（12時から13時を

除く）まで。 

(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名（過去に受注し

た具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。）を記載しないこ

と。このような質問があった場合には、その者の参加表明書を無効とすることがある。 

紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ

－ルアドレスを併記するものとする。 

(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日（休日を含まない。）以

内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電子メ－ルで

行う。ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、

①に示す日までに回答を行うものとする。 

① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前 

 

10．入札及び開札の日時及び場所 

(1) 入札書の受付期間 

①  電子調達システムによる場合：令和８年５月19日（火）１０時２９分まで。 

②  入札書を持参する場合（紙入札が認められている者）：令和８年５月19日（火） 

 １０時３０分まで。 

③  場 所：〒０８５－８６３９ 

北海道釧路市幸町10－3 釧路地方合同庁舎４階 

環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所第３会議室 

電話 ０１５４－３２－７５００ 

電子メ－ル NCO-KUSHIRO＠env.go.jp 

(2) 開札日時 

令和８年５月19日（火）１０時３０分 

11．入札方法等 

(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、

入札書は持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

 

12．入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金  免除。 

(2) 契約保証金  納付。 

契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の１以上とする。 

なお、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店：日本銀行釧路支店）又は金融機関
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若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁：環境省釧路自然環境事務所）をもって契約

保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

 

13．開札 

(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会

わせて行う。   

(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入

札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立

ち会わせて開札を行う。 

なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による

入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を

辞退したものとして取り扱われること。 

(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入

札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送

信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。  

なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムによ

り連絡する。 

 

14．入札の無効 

手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明

書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等

入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい

た場合には落札決定を取り消す。 

なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指

名停止を受けているものその他の開札の時において５．に掲げる要件のないものは、指

名されるために必要な要件のない者に該当する。 

 

15．手続における交渉の有無  無 

 

16．契約書作成の要否 

別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。 

 

17．支払条件    

前金払：３０％  部分払：無 

前払金の縮減があっても、中間前金払及び部分払の請求は可能であるので、積極的に

活用すること。 

 

18．火災保険付保の要否  否 

 

19．苦情申し立てに関する事項 

(1) 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を

含まない。）以内に、電子調達システムにより通知を受けた者又は、書面により通知

を受けた者は、書面（様式は自由）を持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るも

のに限る。）することにより、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について

説明を求めることができる。 

(2) 記(1)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日

を含む。）以内に電子調達システムにより行う。ただし、書面により提出された者に

対しては、書面により行う。 

(3) 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。 

受付場所：３．(8)に同じ 

受付日時：休日を除く９時００分～１７時００分（12時から13時を除く）まで。 

 



13 
 

20．関連情報を入手するための照会窓口 

３．(8)に同じ。 

 

21．その他の留意事項 

(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境

省入札心得」を遵守すること。 

(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、

指名停止を行うことがある。 

(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が

開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサル

タント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。 

(5) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提

出できないものとする。 

(6) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。 

(7) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の

記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明

書を無効とする。 

・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合 

・参加表明書と無関係な書類である場合 

・他の業務の参加表明書である場合 

・白紙である場合 

・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 

・発注者名に誤りがある場合 

・発注案件名に誤りがある場合 

・提出業者名に誤りがある場合 

・その他未提出又は不備がある場合 

(8) 提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、選定及び技術

点の算定以外に提出者に無断で使用しない。 

(9) 提出期限以降における参加表明書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。また、

参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、

退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発

注者の了解を得なければならない。 

(10) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 

全省庁共通電子調達システムホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp/ 

ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３．(8)担

当部局に連絡すること。 

(11) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所に

ついては、発注者から電話等により指示する。 

(12) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」（平成20年８月13日付け環境会発第

080813003号、環自総発第080813003号）及び「設計等請負業務成績評定要領の改定につ

いて」（令和4年5月19日付け環境会発第2205192号）に基づく業務成績を原則として評

価の対象とする。 

(13) 入札参加者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン』（令和４年９月１３日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁

施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 

 

23．添付資料 

 別添１ 特記仕様書 

 別添２ 契約書（案） 

 別添３ 入札心得（入札書様式を含む） 
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（様式－１） 

 

参加表明書 

 

 

業務の名称  令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等 

（植生モニタリング）業務 

履 行 期 限  令和９年２月26日 

        

標記業務について、参加表明書を提出します。 

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定及び入札説明書 

５．(1)①2)の基準に該当する者でないこと並びに暴力団排除に関する誓約事項及び 

参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  分任支出負担行為担当官 

   北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長 

岡野 隆宏 殿 

 

 

                               提出者）住      所 

                                       商号又は名称 

代  表  者 役職名  氏名      

連絡先）担当部署 

氏    名  

                      電話番号 

電子メール 

                                  

 

注１） 参加表明書として様式－１から様式－10 までを提出してください。ただし、入札説明

書において、照査技術者を求めていない場合は、様式－９の提出は求めない。 

注２） 発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、返信用封筒として、表に提出者

の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼った長３号封筒

を参加表明書と併せて提出して下さい。 
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（様式－２） 

・企業の過去５年間の同種または類似業務実績等             

業務分類 同種（または類似）業務 

業務名  

テクリス登録番号 

ＰＵＢＤＩＳ登録番号 
 

契約金額  

履行期間  

発注機関名 

住所 

ＴＥＬ 

 

業務評定点  

業務の概要 

 

 

業務の技術的特徴 

 

 

注１）業務分類には、入札説明書の５．(1)①4）において定義した「同種業務」「類似業務」を記載し、件

数は３件までとすること。 

注２）様式－８に記載した予定管理技術者の同種業務を重複して記載できる。 

注３）テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書等（業

務名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認できる部分）の写しを添付すること。 

注４）業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。図や写真等を使用する場合

であっても、Ａ４用紙２枚以内に記載する。 

（様式－３） 

・企業の令和６年度～令和７年度までに完了した業務評定点 

業種  

業務名 

 
     

テクリス登録番号 

ＰＵＢＤＩＳ登録番号 
     

契約金額 

 
     

履行期間 

 
     

発注機関名 

住所 

ＴＥＬ 

     

業務評定点      

注１）環境省発注の「自然環境共生関係コンサルタント業務」について記載する。 

注２）業種には、「自然環境共生関係コンサルタント業務」「建築関係建設コンサルタント業務」「土木関係

建設コンサルタント業務」等を記載する。 

注３）業務評定点の高いものから最大５件まで記載できる。 
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（様式－４） 

・令和５年度以降の企業の優良業務表彰の実績            

業務分類 同種業務 

表彰年度  

業務名  

テクリス登録番号 

ＰＵＢＤＩＳ登録番号 
 

契約金額  

履行期間  

発注機関名 

住所 

ＴＥＬ 

 

業務の概要 

 

 

 

注１）表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。 
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（様式－５） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 

 有・無 

有の場合は、該当する取組の□を■に変更する。 

１．女性活躍推進法

に基づく認定（プ

ラチナえるぼし認

定企業・えるぼし

認定企業） 

□ プラチナえるぼし認定を取得している。※１ 

□ ３段階目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の 

働き方」の基準を満たしている。※２ 

□ ２段階目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の 

働き方」の基準を満たしている。※２ 

□ １段階目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の 

働き方」の基準を満たしている。※２ 

□ 行動計画。※３ 

２．次世代法に基づ

く認定（プラチナ

くるみん認定企

業・くるみん認定

企業・トライくる

みん認定企業） 

□ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 

□ 「くるみん認定」（新基準）を取得している。※４ 

□ 「くるみん認定（旧基準）」を取得している。※５ 

□ 「トライくるみん認定」を取得している。 

３．若者雇用促進法

に基づく認定（ユ

ースエール認定企

業） 

□ 認定あり。 

注 

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国人については、相当する各認定等に準じて

加点すること。 

※記載された取組状況を確認できる書類の写しを添付すること。 

※１ 女性活躍推進法（令和２年６月１日施行）第 12 条に基づく認定。 

※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定。 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 

※３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定 義務のない

事業主（常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの。）に限る（計画期間が満了してない行動計

画を策定している場合のみ。）。 

※４ 新くるみん認定（改正後認定基準（令和４年４月１日施行）による認定） 

※５ 旧くるみん認定（改正前認定基準又は、改正省令附則第２条第５項の経過措置による認定） 

※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は

下記のとおりとする。 

① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。（当該官公需適格組合に所属する

一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。） 

② 共同企業体（ジョイント・ベンチャー、ＪＶ） 

   共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用

いて加点評価する。 

③ 共同実施 

   共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加

点評価する。 
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（様式－６） 

・業務実施体制 

 分担業務の内容 備     考 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

注１) 注２に記載されている再委託等がある場合は、業務の分担について記載する。 

なお、業務の分担を行わない場合は、「分担業務の内容欄」に「業務の分担なし」と記載

する。 

注２) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術

協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再

委託先又は協力先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載する。なお、業務の主たる部分

を再委託してはならない。 
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（様式－７） 

・予定管理技術者の経歴等 

ふりがな 
① 氏名 

② 生年月日 

③ 所属・役職 

④ 保有資格 

技術士 （部門：   分野：   ）・登録番号：  ・登録年月日： 

  RCCM （部門：         ）・登録番号：  ・登録年月日： 

 その他  （名称：         ）・登録番号：  ・取得年月日： 

資格を保有している事を証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

⑤ ＣＰＤ取得単位の状況 

５．(1)② 1)に該当する建設系 CPD協議会に参加している団体における取得単位が確認で
きる書類の写しを、添付すること。 

なお、令和７年度分を添付のこと。 

 取得単位 

 

④  平成 28年度～公示日までに完了した「自然環境共生関係コンサルタント業務」の業
務成績（環境省発注業務） 

 
記載された業務実績については業務評定点を確認できる書類（委託業務等成績評定通知書
等の写し）を添付すること。 

（合計  件） 

業務名 
（テクリス、PUBDIS登録番号） 

発注機関 業務概要 履行期間 業務評点 

○○○○業務 
(有 無 コード 000000000000) 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

⑦ 過去５年間の同種業務に係る国（地方環境事務所、自然環境事務所を含む）、都道府県、
市町村、公的団体（公的な学会等）による優秀技術者表彰等 

 
写しを提出すること。 

 

表彰年度 業務名 発注機関 表彰者 

    

⑧ 手持業務の状況（令和８年４月 16日現在） 

管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額 500万円以上の業務（特定後未契約の
ものを含む。）を記載すること。ただし、調査基準価格を下回る金額で落札した業務は、業
務名の先頭に【低】を付して記載すること。 

(合計  件) 

業務名（テクリス登録番号） 発注機関 業務概要 履行期間 契約金額 
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○○○○業務 
(有 無 コード 000000000000) 
 

 
 

(○○技術者として従
事) 

 
 

（契約金額合計    
万円） 

 
 
 

 
 

(○○技術者として従
事) 

 
 

（契約金額合計    
万円） 
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（様式－８） 

・予定管理技術者の令和５年度以降に完了した同種業務等の実績 

業務分類 同種業務 

業務名  

テクリス登録番号 

ＰＵＢＤＩＳ登録番号 
 

契約金額  

履行期間  

発注機関名 

住所 

ＴＥＬ 

 

業務評定点  

業務の概要  

 

 

（○○技術者として従事） 

業務の技術的特徴  

 

当該技術者の業務担当の

内容 

 

注１）業務分類には、入札説明書の５．(1)② 2)において定義した「同種業務」「類似業務」を

記載し、件数は３件までとすること。 

注２）テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契

約書の写し及び従事したことが確認できる書類（管理技術者通知書、業務計画書等）の写し

を添付すること。 

注３）業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。図や写真等を使用

する場合であっても、Ａ４用紙２枚以内に記載する。 

注４）「業務の概要」（○○技術者として従事）の○○には、「管理」又は「担当」技術者の各名

称を記述すること。 
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（様式－９） 

・照査技術者の経歴  
ふりがな 

①氏名 ②生年月日 

③所属・役職 

④保有資格 

当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

技術士（部門：    分野：     ）・登録番号：    ・登録年月日：  

RCCM（部門：            ）・登録番号：    ・登録年月日：  

その他（名称：           ）・登録番号：    ・登録年月日：  

 

（様式－10） 

・業務実施体制 

 予定技術者名 所属・役職 担当する分担業務の内容 

管理技術者 
   

担当技術者 

1) 

2) 

3) 

  

注１）氏名にはふりがなをふること。 

注２）所属・役職については、参加表明書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も

記載すること。 
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（様式－11） 

 

令和○○年○○月○○日 

 

分任支出負担行為担当官 

北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長 

岡野 隆宏 殿 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 名                  

 

 

令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタリング）業

務の参加表明書は、容量を超えたため郵送にて提出します。 

なお、問い合わせ先は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．問い合わせ先 

担 当 者 ： 

部   署 ： ○○本店○○部○○課 

電話番号 ： （代）○○○－○○○－○○○○〔（内）○○○○  〕 

 

２．郵送する書面の目録 

３．郵送する書類の頁数 

４．発送年月日 
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（別添１） 
令和７年度（繰越）知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタリング）業務 

に係る特記仕様書 
 

１．適用範囲 
 本仕様書は「令和 7 年度（繰越）知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニ
タリング）業務」（以下「本業務」という。）に適用し、このほかの業務の履行に当たっては設
計業務等共通仕様書（自然公園編）によるものとする。 
 なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの（平成 29 年 7月版）を適用
し、アドレスは以下の通りである。 
https://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/03.html 

 

２．業務実施場所 
北海道斜里郡斜里町及び目梨郡羅臼町 

 

３．履行期間 
令和 9 年２月 26 日までとする。 

 

４．業務目的 
 知床世界自然遺産地域においては、知床世界自然遺産地域科学委員会（以下「科学委員会」
という。）を設置し、科学的知見に基づく順応的管理が行われている。 
 本業務は、科学委員会の助言を得て行うエゾシカ対策のうち、植生保護柵や捕獲補助柵の
整備又はその効果検証等に必要な植生調査等について、知床国立公園知床生態系維持回復事
業計画に基づいて実施するものである。 

 

５．業務内容 
 本業務は、「第４期知床半島エゾシカ管理計画」（以下「管理計画」という。）に基づくもの
とする。各植生調査については実施要領のほか、これまでの調査結果も踏まえて、調査地、取
得するデータ項目及びその内容など、継続性をもって行うこと。 

 

（１）植生調査（詳細・広域） 

① 簡易的な手法による指標種の回復量及び植生影響調査【詳細：V01】 

目 的：エゾシカ個体数調整地区等に設定した森林植生及び草原植生の調査区において、
エゾシカ食害の影響に関する指標となる植物（以下「指標種」という。）を対象と
した植生調査を行い、エゾシカによる影響（採食圧及び植生回復状況等）について
比較評価を行う。 

調査地及び調査時期：５～６月 知床岬地区（1回以上） 
８月 知床岬地区及び幌別地区、ルサ地区（各１回以上） 

方 法：特記仕様書別添１「簡易的な手法による指標種の回復量及び植生影響調査実施要
領」により、植生調査を実施する。調査結果については、これまでに行われた調査
結果と比較し、エゾシカによる影響の増減等について評価を行うこと。 
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② 植生保護柵を用いた回復過程調査【詳細：V06（V03 含む）】 

目 的：防鹿柵内外の植生を比較することにより、植生の回復状況等について比較評価を
行う。 

調査地：知床岬地区（防鹿柵 大型３か所、小型 11 か所） 
調査時期：８月（１回以上） 
方 法：特記仕様書別添２「植生保護柵を用いた回復過程調査実施要領」により、草原植

生に設置した防鹿柵において柵内外の植生調査を実施する。調査結果については、
柵内と柵外で比較を行い、回復状況等について評価を行うこと。 

 

 なお、知床岬地区へは船での移動を想定するとともに、知床岬地区立入に際して必要な
手続きを行うこと。 

 

③ 植生影響調査（海岸植生）【広域：V09】 

目 的：海岸植生及び草原植生に設けた調査区において、植生及びエゾシカ痕跡のモニタ
リング調査を実施し、エゾシカによる影響について比較評価を行う。 

調査地： ウナキベツ地区（方形区 10区（R01～08 及び 07R1～2） 
時 期：８月（１回以上） 
方 法：特記仕様書別添 3「海岸植生調査(ウナキベツ地区)実施要領」により、モニタリ

ング調査を実施する。調査結果については、これまでに行われた調査結果と比較
し、エゾシカによる影響の増減等について評価を行うこと。なお、ウナキベツ地区
立入に際して必要な手続きを行うこと。 

 

④ 有識者への事前ヒアリング 

①～③の各調査の実施に当たっては、環境省担当官が指定する有識者（岩見沢市在住の
大学教授級 1 名）へ調査地の情報収集を目的とした事前ヒアリング等（2 時間程度を想
定）を行うこと。請負者は、有識者に対して旅費及び謝金（8,400 円/時間）を支払うこ
と。 

 

（２）調査結果の取りまとめ及び指標種に関する検討 

  ① 調査結果の取りまとめ及び指標種を用いたエゾシカによる植生への影響評価 

（１）の結果をそれぞれ取りまとめ、過去の植生調査結果やエゾシカ個体数等に関する

調査結果、気象観測データの経年変化の傾向等と比較して、エゾシカによる植生等への影

響と、エゾシカ個体群の動態やエゾシカ密度操作実験等各種対策による植生への影響つ

いて考察する。 

 

② 知床世界自然遺産地域 第２期長期モニタリング計画中間評価に向けたデータ整理 

  知床世界自然遺産地域第２期長期モニタリング計画（知床データセンターHPを参照
（※））における第 2 期中間評価に向けて、地温等の観測データのとりまとめを行う。な
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お、地温、地表温に係る観測データに関する情報は発注者から提供する。 

 

③ 有識者へのヒアリングの実施 
①～②の取りまとめ及び考察に当たっては、管理計画のほか、「知床世界自然遺産地域

第２期長期モニタリング計画」の一環として実施していることにも留意するほか、環境省
担当官が指定する有識者（岩見沢市在住 1 名、札幌市在住 1 名。各１回を想定）にヒア
リングを行い、助言を得る。ヒアリングは原則として WEB で行う。請負者は、有識者に
対して謝金（大学教授級 8,400 円/時間、大学准教授級 6,900 円/時間）を支払うこと。 

 （※）https://shiretokodata-center.env.go.jp/management/monitoring.html 
 

④ エゾシカワーキンググループにおける資料の作成等 

 年度内に開催が予定されているエゾシカワーキンググループ（斜里町及び札幌市で各
１回を想定）において使用する資料を作成し、会議の場で必要に応じて説明と質疑への対
応を行うとともに、得られた専門家の意見を①の取りまとめ及び考察に反映すること。ま
た、事前の座長説明（Web 会議形式で計２回を想定）に同席し、資料内容の説明と質疑
への対応も行うこと。 

 

（３）報告書等の作成 

 （１）～（２）の結果を報告書に取りまとめる。また、特記仕様書別添１～3 に関しては、
現地の状況等を踏まえ必要に応じて修正・追記すること。なお、調査時に使用した野帳に記
載されたデータをまとめたもの（表やグラフの元となる各調査の生データ）、調査位置に関
するＧＩＳデータ、調査の生データは電子ファイルとして分かりやすく整理し、調査概要・
データ説明を付して調査成果ファイルとして電子媒体にまとめて提出すること。 

 

（４）業務打合せ 
 業務計画時点、業務中間時点及び取りまとめ時点において、計 3 回以上打合せを行う。
打合せ場所は、原則として北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所とするが、状況に応
じて Web 等にて行うこと。 
 打合せの日時、場所、内容等の概要については打合せ記録簿（Ａ４用紙１枚以上）に取り
まとめ、環境省担当官の確認を得た上で（３）の電子媒体とまとめて提出すること。 

 

（５）業務実施に当たっての留意事項 
 本業務の実施に当たっては、知床自然遺産地域管理計画並びに第４期知床半島エゾシカ
管理計画に基づき実施すること。 
 本業務に係る具体的な作業方法等については、環境省担当官と十分な連携調整を図り実
施するものとする。特に、各調査区の詳細な位置については、仕様書別添及び過年度業務の
報告書に記載の調査位置を参照し、有識者の確認も得たうえで決定すること。 
 現地調査に当たっては、ヒグマによる事故防止に係る人員配置をはじめ、十分な安全対
策を講じること。また、移動に必要となる傭船の確保や費用等は請負者が負担すること。 
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また、ワーキンググループの開催形式の変更に伴う作業変更等についても、環境省担当官
と協議して対応方針を決定し、請負者の負担により対応すること。 

 

（６）予定管理技術者 
 参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、
退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注
者の了解を得なければならない。 

 

６．その他 
成果品 
受任者は、業務結果を取りまとめ、下記に定めるとおり、提出するものとする。 
提出場所：北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所 
報 告 書：３部（Ａ４版 100頁以上） 
報告書の電子データを収納した電子媒体（DVD-R）：２部 
報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、別紙によること。 

 

７．著作権等の扱い 
（１）成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下「著

作権等」という。）は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとす
る。 

（２）請負者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しな
いものとする。 

（３）成果物の中に請負者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」という。）が含ま
れている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に
二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 

（４）成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保され
るが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを
含めて、第三者から利用許諾を取得する。 

（５）成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくよ
うに留意するものとする。 

（６）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の
使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 

 

８．情報セキュリティの確保 
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 
（１）請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施

方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 
（２）請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性

の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 
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 また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの
指示に応じて適切に取り扱うこと。 

（３）請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履
行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ
事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に
関する監査を受け入れること。 

（４）請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になっ
た場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 
 また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの
指示に応じて適切に廃棄すること。 

（５）請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告す
ること。 

（参考）環境省情報セキュリティポリシー 
https://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf 

 
９．その他 

（１）請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あ
るいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその
指示に従うこと。 

（２）本業務の実績に応じて契約変更を行う場合がある。 
（３）本業務に関する過年度の報告書は、下記ホームページにおいて閲覧可能である。 
   知床データセンター https://shiretokodata-center.env.go.jp/ 
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（別紙） 
１．報告書等の仕様及び記載事項 
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（平成 12 年法律第 100 号）第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推
進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェ

ックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以
下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 

 
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます。 
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にした
がい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。 
 
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
（https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html）を参考に適切な
表示を行うこと。 
 
２．電子データの仕様 
電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異

なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で
納品することとなった場合は、この限りでない。 
 
（１）Microsoft 社 Windows11 上で表示可能なものとする。 
（２）使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 
・文章：Microsoft社 Word 
・計算表：表計算ソフト Microsoft 社 Excel 
・プレゼンテーション資料；Microsoft 社 PowerPoint 
・画像：PNG 形式又は JPEG 形式 
（３）（２）による成果物に加え、「PDF ファイル形式（PDF/A-1、 PDF/A-2 又は

PDF1.7）」による成果物を作成すること。 
（４）以上の成果物の格納媒体はDVD-R 又は CD-R（以下「DVD-R 等」という。仕様書に

おいて、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、
DVD-R等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。）とする。事業年
度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R等に必ずラベルにより付記すること。 

（５）文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。 
 
３．その他 
 成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに
必要な措置を講ずること。 
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特記仕様書別添１ 
簡易的な手法による指標種の回復量及び植生影響調査 実施要領 

 
1．概要 

 エゾシカ食害の影響からの植生回復状況を評価するため、指標となる植物の生育量を広
域的に把握するためのモニタリング調査を実施する。 
 

2．調査地と調査方法 
（１）調査地と数量 

 調査地区は、エゾシカの個体数調整が実施されている地区（知床岬、幌別-岩尾別、
ルサ-相泊の 3 地区）とし、表 1 及び図 1(1)～(4)に示す調査ラインに対して植生調査を
実施する。 
 なお、調査ラインの変更または追加等が必要な場合は、環境省担当官と協議の上、①
詳細追跡ラインは 50mまたは 100m、長距離ラインは 500m程度を１単位とすること、
②歩道や移動ルート、囲い柵等の目印となりやすいものに隣接するようにすること、③
経年的な追跡調査がしやすいことを踏まえて実施すること。 
 また、現地調査時に調査ラインを確定した後、モニタリングとしての継続性の観点か
ら必要に応じて目印杭等を設置すること。 
 

（２）調査方法 
①詳細追跡調査 

 知床岬及び幌別地区に設定された詳細追跡ラインについて、表２に示す指標種を対
象に個体数や個体サイズなどを記録し、これまでの調査結果と比較することでエゾシ
カによる影響の評価検証を行う。 
 100m×4m を基準に設定された調査区を、2m×2m メッシュの方形区に区切って、
方形区ごとの出現頻度（在不在）、開花・非開花株数･高さを記録する。 

 
 
 
 

調査ライン（帯状区）及び方形区設置イメージ 
 

②長距離ラインの簡易型調査 
 各地区に設定された長距離ラインについて、表２に示す指標種を対象に個体数など
を記録し、これまでの調査結果と比較することでエゾシカによる影響の評価検証を行
う。 
 500m を基準に設定されたラインの両側幅 2mの範囲を調査対象とする。調査項目は
開花個体数を基本とするが、森林植生など頻度が少ない場所でカウントしやすい環境
では、非開花個体も含めて記録し、高さも必要に応じて記録する。記録対象種は原則

50m

4m

50m

一辺2mの小方形区
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表２の指標種を対象とするが、地区状況に合わせて必要に応じて追加する。 
 

表 1 簡易指標調査ラインの概要 
詳細型調査ライン              長距離簡易型調査ライン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１（1）簡易指標調査ラインの設定位置 知床岬地区 

 

エリア 植生 調査区名 距離m

森林 F_ML1 550
森林 F_ML2 1,500
草原 G_ML1 1,330
草原 G_ML2~4 1,160
草原 G_ML5 214
森林 F_HL1 500
森林 F_HL2 500
森林 F_HL3 500
草原 G_HL1 920

ルサ地区 草原 G_RL1 370
森林 F_SL1 600 カーブから301mピークまでの林道両側

草原 G_SL1 880 ポンベツ川-ルシャ川間の林道両側

草原 G_SL2 380 ルシャ川-テッパンベツ川間の林道両側

合計 9,404

ルシャ
地区

囲いわなに向かう作業道沿いの山側

知床岬
地区

幌別
地区

自然センター向かい

森林固定区向かい

岩尾別温泉途中

フレペ遊歩道一周

場所の備考

大型囲い柵沿い、森林固定区まで

大型囲い柵沿い、羅臼側

文吉湾～アブラコ湾

アブラコ湾～灯台～羅臼金属柵

エオルシ柵内外

エリア 植生 調査区名 距離m タイプ
岬 森林 F_M1 100 対照
岬 森林 F_M1c 100 囲い
岬 草原 G_M1 100 対照
岬 草原 G_M2 100 対照
岬 草原 G_M3 50 対照

幌別 森林 F_H1 100 対照
幌別 森林 F_H1c 100 囲い
幌別 森林 F_H2 100 対照
幌別 草原 G_H1 50 対照

ルシャ 草原 G_S1 50 対照
ルシャ 草原 G_S2 50 対照

合計 900



 3 

図１（2）簡易指標調査ラインの位置  幌別地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１（3）簡易指標調査ラインの位置 ルサ地区 
 

表２ 簡易指標調査で対象とする指標種（1）森林植生 

種名 タイプ 対照区 囲い区 幌別 岬 ルサ 基部 メリット デメリット
マイヅルソウ （優占型） 8.2 80.0 ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい回復後は多くなりカウントしにくい

エゾイラクサ （優占型） 8.6 0.5 ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

オシダ （優占型） 1.0 2.5 ○ ○ ○ 確認しやすい 頻度がそれほど高くない

サラシナショウマ （嗜好大型） 4.2 6.0 ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

チシマアザミ （嗜好大型） 1.1 0.0 ○ ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、非開花は確認しにくい

シレトコトリカブト （嗜好大型） 1.1 0.0 ○ ○ ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、非開花は確認しにくい

オオウバユリ （嗜好大型） 1.0 0.0 ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、分布にムラがある

クルマユリ （嗜好大型） 0.1 0.0 ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、分布にムラがある

ツクバネソウ （消失型） 0.8 0.0 ○ ○ 頻度が低い、分布にムラがある

エンレイソウ類 （消失型） 0.6 3.0 ○ 頻度が低い、春季の方が適している

オオアマドコロ （消失型） 0.0 0.5 ○ 頻度が低い、分布にムラがある

地区ごとの確認確認頻度（/100区）
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表 2 簡易指標調査で対象とする指標種（２）草原植生 

種名 タイプ 幌別 岬 ルサ 基部 メリット デメリット

アキカラマツ （消失型） ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

チシマワレモコウ （嗜好大型） ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

クサフジ （消失型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

ナンテンハギ （消失型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

エゾフウロ （消失型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

オオヨモギ （優占型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

ヤマブキショウマ （嗜好大型） ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にややムラがある

マルバトウキ （嗜好大型） ○ ○ ○ 比較的頻度が高い 分布にややムラがある

モイワジャシン （消失型） ○ ○ ○ 比較的頻度が高い 分布にややムラがある

チシマアザミ （嗜好大型） ○ 比較的頻度が高い 分布にムラがある

ヒロハクサフジ （消失型） ○ 比較的頻度が高い 分布にムラがある

カノコソウ （嗜好大型） ○ ○
ミソガワソウ （嗜好大型） ○ ○
ハナイカリ （消失型） ○
シレトコトリカブト （嗜好大型） ○
ホタルサイコ （消失型） ○
オドリコソウ （消失型） ○ ○
エゾカワラナデシコ （消失型） ○ ○
タカネスイバ （消失型） ○ ○
イブキトラノオ （嗜好大型） ○
オオカサモチ （嗜好大型） ○
オオハナウド （嗜好大型） ○
エゾノヨロイグサ （嗜好大型） ○ ○
オオバセンキュウ （嗜好大型） ○
エゾカンゾウ （消失型） ○
アキノキリンソウ （消失型） ○

2.0
1.7

4.8
0.2
1.0
1.5

5.0
5.0
5.0
3.3

確認頻度（/100区） 地区ごとの確認

34.8
21.5
19.3
17.7
17.0
13.8
13.0
12.8
11.5
9.3
7.3
6.5
6.0
6.0
5.8
5.3
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特記仕様書別添２ 
植生保護柵を用いた回復過程調査 実施要領 

 
1 概要 

2000年に明らかとなったエゾシカ採食圧による知床岬の植生変化に対応するため、
2003年からガンコウラン群落、山地高茎草本群落および亜高山高茎草本群落において、
防鹿柵による回復実験を３箇所で実施している（図１）。 
本調査では、以下の３つの調査区において植生調査を実施し、防鹿柵による植生回

復について評価を行う。調査は夏季（8月）に１回実施する。 
 

図 1 岬における防鹿柵を用いた植生回復試験地の位置 
 
2 調査地と調査方法 

2－1 アブラコ湾・ガンコウラン群落の防鹿柵内外におけるモニタリング 
(風衝地囲い区 E2_Ac） 

海岸の風衝地にかつて発達していたガンコウラン群落の保護を目的として2003年5
月に設置された防鹿柵の柵内及び柵に隣接する柵外の調査区（各15m×15m）において、
それぞれ3ヶ所の固定方形区及びランダムに選定したそれぞれ4ヶ所の補足方形区（各
1m×1m）を対象として、各方形区の出現種の被度(％)、草本層の植被率、生育段階（栄
養状態、開花状態等）及び群落高を記録する。被度(％)は10%単位で記録し、10%未満
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は5%・1%・+(0.1%)等を用いる。さらに柵内外それぞれの調査区内をくまなく踏査し、
確認した植物を全て記録する。 
なお、2007年調査において柵外の固定方形区の2ヶ所(方形区8・9)が再現できなかっ

たため、2007年よりほぼ同じ場所に新たに固定方形区を2ヶ所設定し調査を行っている。
柵内外における固定方形区の位置を図２に示す。 

 

（2）（1） 

（6） 

（8）（9） 

（13） 

5.95m 

11.6m 

12.55m 

8.1m 

1.9m 

13.45m 

8.4m 

15.5m 13.4m 

7.85m 

入口 

 
図 2 ガンコウラン群落における固定方形区の位置 

(カッコ書きは固定方形区の番号を、また数値は防鹿柵隅の支柱からの距離を示す。) 
 
2－2 エオルシ・山地高茎草本群落に関する防鹿柵内におけるモニタリング 

（草原囲い区 E1_Ec） 
セリ科草本等の山地高茎草本群落の保護を目的としてエオルシの基部を遮断する形

で設置されている柵内に設置された10ヵ所の固定方形区（1m×1m）について、出現種
の被度(％)、草本層の植被率、生育段階並びに群落高を記録する。固定方形区の配置を
図３に示す。  

6.5m 

3.0m 
4.3m 

5.8m 
8.7m 

4.9m 

13.5m 

6.8m 7.7m 

2.4m 

15.4m 

8.5m 

防鹿柵 

 
図 3 エオルシにおける固定方形区の位置 

(カッコ書きの番号が固定方形区を示し、その間の数字は距離を示す。あくまでも見取り図で 
あることから各固定方形区の位置は正確ではなく、相互関係を示すのみであることに注意。) 
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2－3 羅臼側台地・亜高山高茎草本群落の防鹿柵内外におけるモニタリング 
（草原囲い区 E3_Rc） 

2004年7月に設置された亜高山高茎草本群落の防鹿柵の柵内及び柵に隣接する柵外
の調査区（各20ｍ×20ｍ）において、柵内6ヶ所、柵外3ヶ所の固定方形区を対象とし
て、各方形区の出現種の被度(％)、草本層の植被率、生育段階並びに群落高を記録する。
固定方形区の位置については図４に示す。また、ガンコウラン群落と同様に、柵内外
それぞれの調査区内をくまなく踏査し、確認した植物を全て記録する。 

 
 

入口 

2m 

2m 
2m №1 

№2 

№3 

№4 

№5

 

№6 

№7 

№8 

№9 

柵外 対照区 20m×20m 

処理区 無処理区 

柵内 実験区 20m×20m 

対照区 

3.5m 3m 4.7m 

6.7m 5.5m 

 
図４ 亜高山高茎草本群落における各方形区の位置 

 
2－4 代償草本群落の小型防鹿柵内外におけるモニタリング（草原金属柵 P、Pn） 

 2007 年 8月に設置された金属柵６箇所（P01～P06）及び 2011 年に設置された金属
柵５箇所（Pn-01, 03, 05, 07, 08）について、植生調査を実施する。植生調査は柵内と
隣接する柵外の 1m×1m の範囲で実施し、生育する植物全ての種名･被度%・高さを記
録する。過年度の結果と比較し、各植物の増減をエゾシカの採餌の影響の観点から整
理する。 

 
2－5 クマイザサ群落における植生高モニタリング（草原調査ライン L04～L06） 

知床岬台地のクマイザサ群落において、過去に設定された 100 m の調査測線を 3本
設置し（L04～L06）、各測線上の 20m 毎に 2m×2m の方形区を計 18 箇所設定して、
各方形区を 4 分割した小方形区（1m×1m）について、それぞれクマイザサ及び主要種
の植生高と被度%を記録する。 
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特記仕様書別添３ 

 

海岸植生調査（ウナキベツ地区） 実施要領 

 

1 概要 

知床世界自然遺産地域の海岸植生におけるエゾシカの影響を把握するため、羅臼町側

（ウナキベツ地区）を対象として植生及びエゾシカ痕跡のモニタリング調査を実施し、

エゾシカによる影響について比較評価を行う。 

調査地の位置や調査手法等については、「平成 21年度知床世界自然遺産地域生態系モ

ニタリング調査業務報告書」、「平成 27年度知床生態系維持回復事業エゾシカ食害状況

評価に関する植生調査業務報告書」ならびに「令和３年度知床生態系維持回復事業エゾ

シカ食害状況評価に関する植生調査等業務報告書」を参照し調査区の際現に努めるなど、

継続性を持って実施する。 

 
2 調査地と調査方法 

2-1 調査地 

ウナキベツ地区（方形区 10 区（R01～08 及び 07R1～2）（下表）を対象とする。 
 
 
 
 
 
 

調査区番号 緯度（度） 経度（度） 

06R1 N 44.21016° E 145.33529° 

07R1 N 44.21038° E 145.33537° 

07R2 N 44.21041° E 145.33534° 

06R2 N 44.21300° E 145.33670° 

06R3 N 44.22093° E 145.34378° 

06R4 N 44.22151° E 145.34536° 

06R5 N 44.22183° E 145.34587° 

06R6 N 44.22200° E 145.34635° 

06R7 N 44.23607° E 145.34846° 

06R8 N 44.23613° E 145.34840° 

図１ 海岸植生調査区（ウナキベツ地区） 
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2-2 調査方法 

2m×2m の方形区を設定し、方形区内に生育する植物について５％階級で記録を行

う。調査結果についてこれまでに行われた調査結果と比較し、エゾシカによる影響

の増減等について評価を行うこと。 
なお、過年度調査において 1m×1m の方形区により調査を行った場所にあっては、

これを包含する 2m×2m の方形区を設定するが、岩峰上等で 2m×2m の方形区が設

定できない場所についてはこの限りでない。 
調査方法及びデータの整理方法については、過年度の報告書と同様とすること。

なお、調査の実施にあたっては、対象地区の植生に精通した専門家の指導を受ける

こととする。 
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特記仕様書別添１ 
簡易的な手法による指標種の回復量及び植生影響調査 実施要領 

 
1．概要 

 エゾシカ食害の影響からの植生回復状況を評価するため、指標となる植物の生育量を広
域的に把握するためのモニタリング調査を実施する。 
 

2．調査地と調査方法 
（１）調査地と数量 

 調査地区は、エゾシカの個体数調整が実施されている地区（知床岬、幌別-岩尾別、
ルサ-相泊の 3 地区）とし、表 1 及び図 1(1)～(4)に示す調査ラインに対して植生調査を
実施する。 
 なお、調査ラインの変更または追加等が必要な場合は、環境省担当官と協議の上、①
詳細追跡ラインは 50mまたは 100m、長距離ラインは 500m程度を１単位とすること、
②歩道や移動ルート、囲い柵等の目印となりやすいものに隣接するようにすること、③
経年的な追跡調査がしやすいことを踏まえて実施すること。 
 また、現地調査時に調査ラインを確定した後、モニタリングとしての継続性の観点か
ら必要に応じて目印杭等を設置すること。 
 

（２）調査方法 
①詳細追跡調査 

 知床岬及び幌別地区に設定された詳細追跡ラインについて、表２に示す指標種を対
象に個体数や個体サイズなどを記録し、これまでの調査結果と比較することでエゾシ
カによる影響の評価検証を行う。 
 100m×4m を基準に設定された調査区を、2m×2m メッシュの方形区に区切って、
方形区ごとの出現頻度（在不在）、開花・非開花株数･高さを記録する。 

 
 
 
 

調査ライン（帯状区）及び方形区設置イメージ 
 

②長距離ラインの簡易型調査 
 各地区に設定された長距離ラインについて、表２に示す指標種を対象に個体数など
を記録し、これまでの調査結果と比較することでエゾシカによる影響の評価検証を行
う。 
 500m を基準に設定されたラインの両側幅 2mの範囲を調査対象とする。調査項目は
開花個体数を基本とするが、森林植生など頻度が少ない場所でカウントしやすい環境
では、非開花個体も含めて記録し、高さも必要に応じて記録する。記録対象種は原則

50m

4m

50m

一辺2mの小方形区
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表２の指標種を対象とするが、地区状況に合わせて必要に応じて追加する。 
 

表 1 簡易指標調査ラインの概要 
詳細型調査ライン              長距離簡易型調査ライン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１（1）簡易指標調査ラインの設定位置 知床岬地区 

 

エリア 植生 調査区名 距離m

森林 F_ML1 550
森林 F_ML2 1,500
草原 G_ML1 1,330
草原 G_ML2~4 1,160
草原 G_ML5 214
森林 F_HL1 500
森林 F_HL2 500
森林 F_HL3 500
草原 G_HL1 920

ルサ地区 草原 G_RL1 370
森林 F_SL1 600 カーブから301mピークまでの林道両側

草原 G_SL1 880 ポンベツ川-ルシャ川間の林道両側

草原 G_SL2 380 ルシャ川-テッパンベツ川間の林道両側

合計 9,404

ルシャ
地区

囲いわなに向かう作業道沿いの山側

知床岬
地区

幌別
地区

自然センター向かい

森林固定区向かい

岩尾別温泉途中

フレペ遊歩道一周

場所の備考

大型囲い柵沿い、森林固定区まで

大型囲い柵沿い、羅臼側

文吉湾～アブラコ湾

アブラコ湾～灯台～羅臼金属柵

エオルシ柵内外

エリア 植生 調査区名 距離m タイプ
岬 森林 F_M1 100 対照
岬 森林 F_M1c 100 囲い
岬 草原 G_M1 100 対照
岬 草原 G_M2 100 対照
岬 草原 G_M3 50 対照

幌別 森林 F_H1 100 対照
幌別 森林 F_H1c 100 囲い
幌別 森林 F_H2 100 対照
幌別 草原 G_H1 50 対照

ルシャ 草原 G_S1 50 対照
ルシャ 草原 G_S2 50 対照

合計 900
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図１（2）簡易指標調査ラインの位置  幌別地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１（3）簡易指標調査ラインの位置 ルサ地区 
 

表２ 簡易指標調査で対象とする指標種（1）森林植生 

種名 タイプ 対照区 囲い区 幌別 岬 ルサ 基部 メリット デメリット
マイヅルソウ （優占型） 8.2 80.0 ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい回復後は多くなりカウントしにくい

エゾイラクサ （優占型） 8.6 0.5 ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

オシダ （優占型） 1.0 2.5 ○ ○ ○ 確認しやすい 頻度がそれほど高くない

サラシナショウマ （嗜好大型） 4.2 6.0 ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

チシマアザミ （嗜好大型） 1.1 0.0 ○ ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、非開花は確認しにくい

シレトコトリカブト （嗜好大型） 1.1 0.0 ○ ○ ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、非開花は確認しにくい

オオウバユリ （嗜好大型） 1.0 0.0 ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、分布にムラがある

クルマユリ （嗜好大型） 0.1 0.0 ○ 開花株は確認しやすい 頻度が低い、分布にムラがある

ツクバネソウ （消失型） 0.8 0.0 ○ ○ 頻度が低い、分布にムラがある

エンレイソウ類 （消失型） 0.6 3.0 ○ 頻度が低い、春季の方が適している

オオアマドコロ （消失型） 0.0 0.5 ○ 頻度が低い、分布にムラがある

地区ごとの確認確認頻度（/100区）
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表 2 簡易指標調査で対象とする指標種（２）草原植生 

種名 タイプ 幌別 岬 ルサ 基部 メリット デメリット

アキカラマツ （消失型） ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

チシマワレモコウ （嗜好大型） ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

クサフジ （消失型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

ナンテンハギ （消失型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

エゾフウロ （消失型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にムラがある

オオヨモギ （優占型） ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい

ヤマブキショウマ （嗜好大型） ○ ○ ○ 頻度が高く、確認もしやすい分布にややムラがある

マルバトウキ （嗜好大型） ○ ○ ○ 比較的頻度が高い 分布にややムラがある

モイワジャシン （消失型） ○ ○ ○ 比較的頻度が高い 分布にややムラがある

チシマアザミ （嗜好大型） ○ 比較的頻度が高い 分布にムラがある

ヒロハクサフジ （消失型） ○ 比較的頻度が高い 分布にムラがある

カノコソウ （嗜好大型） ○ ○
ミソガワソウ （嗜好大型） ○ ○
ハナイカリ （消失型） ○
シレトコトリカブト （嗜好大型） ○
ホタルサイコ （消失型） ○
オドリコソウ （消失型） ○ ○
エゾカワラナデシコ （消失型） ○ ○
タカネスイバ （消失型） ○ ○
イブキトラノオ （嗜好大型） ○
オオカサモチ （嗜好大型） ○
オオハナウド （嗜好大型） ○
エゾノヨロイグサ （嗜好大型） ○ ○
オオバセンキュウ （嗜好大型） ○
エゾカンゾウ （消失型） ○
アキノキリンソウ （消失型） ○

2.0
1.7

4.8
0.2
1.0
1.5

5.0
5.0
5.0
3.3

確認頻度（/100区） 地区ごとの確認

34.8
21.5
19.3
17.7
17.0
13.8
13.0
12.8
11.5
9.3
7.3
6.5
6.0
6.0
5.8
5.3
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特記仕様書別添２ 
植生保護柵を用いた回復過程調査 実施要領 

 
1 概要 

2000年に明らかとなったエゾシカ採食圧による知床岬の植生変化に対応するため、
2003年からガンコウラン群落、山地高茎草本群落および亜高山高茎草本群落において、
防鹿柵による回復実験を３箇所で実施している（図１）。 
本調査では、以下の３つの調査区において植生調査を実施し、防鹿柵による植生回

復について評価を行う。調査は夏季（8月）に１回実施する。 
 

図 1 岬における防鹿柵を用いた植生回復試験地の位置 
 
2 調査地と調査方法 

2－1 アブラコ湾・ガンコウラン群落の防鹿柵内外におけるモニタリング 
(風衝地囲い区 E2_Ac） 

海岸の風衝地にかつて発達していたガンコウラン群落の保護を目的として2003年5
月に設置された防鹿柵の柵内及び柵に隣接する柵外の調査区（各15m×15m）において、
それぞれ3ヶ所の固定方形区及びランダムに選定したそれぞれ4ヶ所の補足方形区（各
1m×1m）を対象として、各方形区の出現種の被度(％)、草本層の植被率、生育段階（栄
養状態、開花状態等）及び群落高を記録する。被度(％)は10%単位で記録し、10%未満
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は5%・1%・+(0.1%)等を用いる。さらに柵内外それぞれの調査区内をくまなく踏査し、
確認した植物を全て記録する。 
なお、2007年調査において柵外の固定方形区の2ヶ所(方形区8・9)が再現できなかっ

たため、2007年よりほぼ同じ場所に新たに固定方形区を2ヶ所設定し調査を行っている。
柵内外における固定方形区の位置を図２に示す。 

 

（2）（1） 

（6） 

（8）（9） 

（13） 

5.95m 

11.6m 

12.55m 

8.1m 

1.9m 

13.45m 

8.4m 

15.5m 13.4m 

7.85m 

入口 

 
図 2 ガンコウラン群落における固定方形区の位置 

(カッコ書きは固定方形区の番号を、また数値は防鹿柵隅の支柱からの距離を示す。) 
 
2－2 エオルシ・山地高茎草本群落に関する防鹿柵内におけるモニタリング 

（草原囲い区 E1_Ec） 
セリ科草本等の山地高茎草本群落の保護を目的としてエオルシの基部を遮断する形

で設置されている柵内に設置された10ヵ所の固定方形区（1m×1m）について、出現種
の被度(％)、草本層の植被率、生育段階並びに群落高を記録する。固定方形区の配置を
図３に示す。  

6.5m 

3.0m 
4.3m 

5.8m 
8.7m 

4.9m 

13.5m 

6.8m 7.7m 

2.4m 

15.4m 

8.5m 

防鹿柵 

 
図 3 エオルシにおける固定方形区の位置 

(カッコ書きの番号が固定方形区を示し、その間の数字は距離を示す。あくまでも見取り図で 
あることから各固定方形区の位置は正確ではなく、相互関係を示すのみであることに注意。) 
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2－3 羅臼側台地・亜高山高茎草本群落の防鹿柵内外におけるモニタリング 
（草原囲い区 E3_Rc） 

2004年7月に設置された亜高山高茎草本群落の防鹿柵の柵内及び柵に隣接する柵外
の調査区（各20ｍ×20ｍ）において、柵内6ヶ所、柵外3ヶ所の固定方形区を対象とし
て、各方形区の出現種の被度(％)、草本層の植被率、生育段階並びに群落高を記録する。
固定方形区の位置については図４に示す。また、ガンコウラン群落と同様に、柵内外
それぞれの調査区内をくまなく踏査し、確認した植物を全て記録する。 

 
 

入口 

2m 

2m 
2m №1 

№2 

№3 

№4 

№5

 

№6 

№7 

№8 

№9 

柵外 対照区 20m×20m 

処理区 無処理区 

柵内 実験区 20m×20m 

対照区 

3.5m 3m 4.7m 

6.7m 5.5m 

 
図４ 亜高山高茎草本群落における各方形区の位置 

 
2－4 代償草本群落の小型防鹿柵内外におけるモニタリング（草原金属柵 P、Pn） 

 2007 年 8月に設置された金属柵６箇所（P01～P06）及び 2011 年に設置された金属
柵５箇所（Pn-01, 03, 05, 07, 08）について、植生調査を実施する。植生調査は柵内と
隣接する柵外の 1m×1m の範囲で実施し、生育する植物全ての種名･被度%・高さを記
録する。過年度の結果と比較し、各植物の増減をエゾシカの採餌の影響の観点から整
理する。 

 
2－5 クマイザサ群落における植生高モニタリング（草原調査ライン L04～L06） 

知床岬台地のクマイザサ群落において、過去に設定された 100 m の調査測線を 3本
設置し（L04～L06）、各測線上の 20m 毎に 2m×2m の方形区を計 18 箇所設定して、
各方形区を 4 分割した小方形区（1m×1m）について、それぞれクマイザサ及び主要種
の植生高と被度%を記録する。 
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特記仕様書別添３ 

 

海岸植生調査（ウナキベツ地区） 実施要領 

 

1 概要 

知床世界自然遺産地域の海岸植生におけるエゾシカの影響を把握するため、羅臼町側

（ウナキベツ地区）を対象として植生及びエゾシカ痕跡のモニタリング調査を実施し、

エゾシカによる影響について比較評価を行う。 

調査地の位置や調査手法等については、「平成 21年度知床世界自然遺産地域生態系モ

ニタリング調査業務報告書」、「平成 27年度知床生態系維持回復事業エゾシカ食害状況

評価に関する植生調査業務報告書」ならびに「令和３年度知床生態系維持回復事業エゾ

シカ食害状況評価に関する植生調査等業務報告書」を参照し調査区の際現に努めるなど、

継続性を持って実施する。 

 
2 調査地と調査方法 

2-1 調査地 

ウナキベツ地区（方形区 10 区（R01～08 及び 07R1～2）（下表）を対象とする。 
 
 
 
 
 
 

調査区番号 緯度（度） 経度（度） 

06R1 N 44.21016° E 145.33529° 

07R1 N 44.21038° E 145.33537° 

07R2 N 44.21041° E 145.33534° 

06R2 N 44.21300° E 145.33670° 

06R3 N 44.22093° E 145.34378° 

06R4 N 44.22151° E 145.34536° 

06R5 N 44.22183° E 145.34587° 

06R6 N 44.22200° E 145.34635° 

06R7 N 44.23607° E 145.34846° 

06R8 N 44.23613° E 145.34840° 

図１ 海岸植生調査区（ウナキベツ地区） 
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2-2 調査方法 

2m×2m の方形区を設定し、方形区内に生育する植物について５％階級で記録を行

う。調査結果についてこれまでに行われた調査結果と比較し、エゾシカによる影響

の増減等について評価を行うこと。 
なお、過年度調査において 1m×1m の方形区により調査を行った場所にあっては、

これを包含する 2m×2m の方形区を設定するが、岩峰上等で 2m×2m の方形区が設

定できない場所についてはこの限りでない。 
調査方法及びデータの整理方法については、過年度の報告書と同様とすること。

なお、調査の実施にあたっては、対象地区の植生に精通した専門家の指導を受ける

こととする。 
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                                                                  （別添２） 

    

   印 

   紙 

 

 

 

     土木設計業務等請負契約書（案） 

 

 

 

 １ 請負業務の名称  令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等

（植生モニタリング）業務 

 

 ２  履 行 期 間    令和８年４月  日から 

                       令和９年２月２６日まで 

 

 ３  請 負 代 金 額                              円 

                    （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円） 

 

 ４  契 約 保 証 金                              円 

 

 上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ

いて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。 

 また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同

体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 

 

 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

令和 ８年  月  日 

 

 発 注 者     住 所 北海道釧路市幸町 10 丁目３番地 

氏 名 分任支出負担行為担当官 

 北海道地方環境事務所 

  釧路自然環境事務所長   岡野 隆宏 印 

 

 受 注 者     住 所 

氏 名 

                     印 
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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図

書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とす

る業務の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以

下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発

注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。 

３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受

注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の

管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若し

くは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手

段をその責任において定めるものとする。 

５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別

の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89

号）及び商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合

意による専属的管轄裁判所とする。 

12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全

ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行

ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものと

みなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当

該代表者を通じて行わなければならない。 
 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及

び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者

は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び

受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するもの

とする。 

３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該

協議の内容を書面に記録するものとする。 
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（業務工程表の提出） 

第３条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、

発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内

に、受注者に対してその修正を請求することができる。 

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、

発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する

ことができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求

があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。 

４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 
 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな

ければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち

にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

一 契約保証金の納付 

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）

の保証 

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

  結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、

当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。こ

の場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証

の額」という。）は、請負代金額の 10 分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該

保証は第 51 条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するも

のでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第

５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の１に達

するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減

額を請求することができる。 
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（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を

第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、

あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ （削除） 

４ （削除） 
 

（著作権の譲渡等） 

第６条 受注者は、成果物（第 38 条第１項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第２

項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。）が著作権法（昭

和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）

に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条

までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するもの

とする。 

２ 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を

受注者の承諾なく自由に公表することができる。 

３ 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に

受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的

の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成

果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変

することができる。 

５ 受注者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当すると

しないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、ま

た、第１条第５項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 

６ 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第 10 条第

１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第 12

条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）について、受注者が承諾した場合に

は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができ

る。 
 

（一括再請負等の禁止） 

第７条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を

第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三

者に請け負わせ、又は委任してはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらか

じめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定し
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た軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名

称その他必要な事項の通知を請求することができる。 

 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている履行方法を使

用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者

がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が

なく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に

関して要した費用を負担しなければならない。 
 

（意匠の実施の承諾等） 

第８条の２ （削除） 
 

（調査職員） 

第９条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな

い。調査職員を変更したときも、同様とする。 

２ 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権

限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書

に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対す

る業務に関する指示 

二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する

承諾又は回答 

三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 

四 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行

状況の調査 

３ 発注者は、２名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ

ぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の

一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければな

らない。 

４ 第２項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ

ればならない。 

５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由し

て行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達

したものとみなす。 
 

（管理技術者） 

第 10 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な

事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 
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２ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額

の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第 14 条第１項の請求の受理、同

条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約

の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ

る。 

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者

に通知しなければならない。 
 

（照査技術者） 

第 11 条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査

技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技

術者を変更したときも、同様とする。 

２ 照査技術者は、前条第１項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 
 

（地元関係者との交渉等） 

第 12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者

の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければな

らない。 
 

（土地への立入り） 

第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地

の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合にお

いて、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 
 

（管理技術者等に対する措置請求） 

第 14 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第７条第

３項の規定により受注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施

につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面に

より、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注

者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ

とができる。 

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 
 

（履行報告） 

第 15 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報

告しなければならない。 
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（貸与品等） 

第 16 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な

物品等（以下「貸与品等」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及

び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に

受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって

不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 

５ 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可

能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還

し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 
 

（設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との

協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請

求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき

その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる

ときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 
 

（条件変更等） 

第 18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（こ

れらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

三 設計図書の表示が明確でないこと。 

四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する

こと。 

五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。 

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を

発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、そ

の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを

得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する

ことができる。 
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４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が

あると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要

があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 

（設計図書等の変更） 

第 19 条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書

又は業務に関する指示（以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。）の変

更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、

発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 

（業務の中止） 

第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得るこ

とができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、

暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって、受注者の

責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が

業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受

注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受

注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認め

られるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業

務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。 
 

（業務に係る受注者の提案） 

第 21 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良

事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計

図書等の変更を提案することができる。 

２ 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認める

ときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 

３ 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認

められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。 
 

（適正な履行期間の設定） 

第 22 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働

時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が

困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 
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（受注者の請求による履行期間の延長） 

第 23 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了す

ることができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更

を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の

責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 

（発注者の請求による履行期間の短縮） 

第 24 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の

短縮変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 

（履行期間の変更方法） 

第 25 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第 23 条の場合にあ

っては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行

期間の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受

注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 
 

（請負代金額の変更方法等） 

第 26 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 
 

（臨機の措置） 

第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、

発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、

この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しな

ければならない。 
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３ 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に

対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に

要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認

められる部分については、発注者がこれを負担する。 
 

（一般的損害） 

第 28 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害

（次条第１項、第２項若しくは第３項又は第 30 条第１項に規定する損害を除く。）につ

いては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（設計図書に定めるところに

より付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事

由により生じたものについては、発注者が負担する。 
 

（第三者に及ぼした損害） 

第 29 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第３項に規定する損害を除く。）につ

いて、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠

償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（設計図書に定めるところにより付

された保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等の性状

その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額

を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注

者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。 

３ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ

り第三者に及ぼした損害（設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、

発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善

良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 
 

（不可抗力による損害） 

第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基

準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないも

の（以下この条において「不可抗力」という。）により、試験等に供される業務の出来

形部分（以下この条及び第 50 条において「業務の出来形部分」という。）、仮設物又は

作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生

後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところ

により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」とい
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う。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額（業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ

って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る

額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において「損

害合計額」という。）のうち、請負代金額の 100 分の１を超える額を負担しなければな

らない。 

５ 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定

する。 

一 業務の出来形部分に関する損害 

損害を受けた業務の出来形部分に相応する請負代金額の額とし、残存価値がある場

合にはその評価額を差し引いた額とする。 

二 仮設物又は調査機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該

業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相

応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復するこ

とができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費

の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け

に要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の１を超える額」とあるのは「請

負代金額の 100 分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適

用する。 
 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第 31 条 発注者は、第８条、第 17 条から第 21 条まで、第 23 条、第 24 条、第 27 条、第

28 条、前条、第 34 条又は第 40 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を

負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全

部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の

変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内

に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 
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（検査及び引渡し） 

第 32 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、

前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会い

の上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当

該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

４ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額

の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注

者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各

項の規定を準用する。 
 

（請負代金額の支払い） 

第 33 条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求する

ことができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に請

負代金額を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項

において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、

その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日

数を超えた日において満了したものとみなす。 
 

（引渡し前における成果物の使用） 

第 34 条 発注者は、第 32 条第３項若しくは第４項又は第 38 条第１項若しくは第２項の規

定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用するこ

とができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者

に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 
 

（前金払） 

第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第５項に規定する

保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、

請負代金額の 10 分の３以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保
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証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に

前払金を支払わなければならない。 

４ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額

の 10 分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の

支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額

後の請負代金額の 10 分の４を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から

30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 37 条の

２又は第 38 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中か

らその超過額を控除することができる。 

６ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合にお

いて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、そ

の超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額で

あるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の４

の額を差し引いた額を返還しなければならない。 

７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 
 

（保証契約の変更） 

第 36 条 受注者は、前条第４項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の

支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注

者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であ

って、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に

代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 
 

（前払金の使用等） 

第 37 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（この業務

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当

する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 
 

（部分払） 

第 37 条の２ （削除） 
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（部分引渡し） 

第 38 条 （削除） 
 

（国庫債務負担行為に係る契約の特則） 

第 38 条の２ （削除） 
 

（国債に係る契約の前金払の特則） 

第 38 条の３ （削除） 
 

（国債に係る契約の部分払の特則） 

第 38 条の４ （削除） 
 

（第三者による代理受領） 

第 39 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者

を代理人とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は、当該第三者に対して第 33 条（第 38 条において準用する場合を含む。）又は第 37

条の２の規定に基づく支払いをしなければならない。 
 

（前払金等の不払に対する業務中止） 

第 40 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 37 条の２又は第 38 条において準用される第 33

条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかか

わらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この

場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に

通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある

と認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必

要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 

（契約不適合責任） 

第 41 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は

代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、

発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請

求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすること

なく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
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三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し

なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完

をしないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 
 

（発注者の任意解除権） 

第 42 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 44 条の規定によるほか、必

要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼ

したときは、その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

一 （削除） 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見

込みがないと認められるとき。 

四 管理技術者を配置しなかったとき。 

 五 正当な理由なく、第 41 条第１項の履行の追完がなされないとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
 

（発注者の催告によらない解除権） 

第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解

除することができる。 

  一 第５条第１項の規定に違反して請負代金額債権を譲渡したとき。 

  二 （削除） 

  三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

  四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。 

五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的

を達することができないとき。 

六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行を

しないでその時期を経過したとき。 

七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか
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であるとき。 

八 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請

負代金額債権を譲渡したとき。 

九 第 46 条又は第 47 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

十 受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この

号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務

所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められると

き。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 再請負契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相

手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当

該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 
 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 45 条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも

のであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
 

（受注者の催告による解除権） 

第 46 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、この限りでない。 
 

（受注者の催告によらない解除権） 

第 47 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少した
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とき。 

二 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の５（履行期間の 10 分の５

が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合

は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止

が解除されないとき。 
 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 48 条 第 46 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
 

（解除の効果） 

第 49 条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義

務は消滅する。ただし、第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限り

でない。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合にお

いて、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、

当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、

当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額（以下「既履行部分請負代金額」

という。）を受注者に支払わなければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通

知する。 
 

（解除に伴う措置） 

第 50 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条（第 38 条の３にお

いて準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43 条、

第 44 条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第 38 条の規定

により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控

除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセント

の割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定による解

除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の

規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条（第 38 条の３におい

て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金

の額（第 38 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却し

た前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定により定められた既履行部分請負代金

額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があると

きは、受注者は、第 43 条、第 44 条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該

余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で

計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっ

ては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 
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３ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるとき

は、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品

等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状

に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が

所有又は管理する業務の出来形部分（第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条

第２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮設物その他

の物件（第７条第３項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任され

た者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。）があるとき

は、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注

者に明け渡さなければならない。 

５ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び次項にお

いて「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号

に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 

一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第 43 条、第 44 条又は次条第

３項によるときは受注者が負担し、第 42 条、第 46 条又は第 47 条によるときは発注者

が負担する。 

二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 

６ 第４項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ

ず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わ

って当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等（前項第１号の規定により、発

注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。）を負担しなければならない。 

７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の

解除が第 43 条、第 44 条又は次条第３項によるときは発注者が定め、第 42 条、第 46 条

又は第 47 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第３項

後段及び第４項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が

受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

８ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について

は発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 
 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた

損害の賠償を請求することができる。 

  一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

  二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

  三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

  四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 
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２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代

金額の 10 分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

  一 第 43 条又は第 44 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 

  二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す

べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

  一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律

第 75 号）の規定により選任された破産管財人 

  二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

  三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する

場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の

責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は

適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額

から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年３パー

セントの割合で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第 44 条第８号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合

を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提

供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に

充当することができる。 
 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第 51 条の２ 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれか

に該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（この契約締結後、

請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額）の 10 分の１に相当する額を

違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

  一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 2

2 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者

が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８

条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が

独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

  二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」
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という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、

受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場

合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）

において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行

為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件に

ついて、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当

該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）

に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当

するものであるとき。 

  四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95

条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計

算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 
 

（受注者の損害賠償請求等） 

第 52 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損

害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引

上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであると

きは、この限りでない。 

一 第 46 条又は第 47 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 第 33 条第２項（第 38 条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金額の

支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 

2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができ

る。 
 

（契約不適合責任期間等） 

第 53 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 32 条第３項又は第４項（第 38 条にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において

単に「引渡し」という。）を受けた日から３年以内でなければ、契約不適合を理由とし

た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条

において「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請

求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 
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３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第

６項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受

注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定す

る方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみな

す。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関

し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることが

できる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき

には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによ

る。 

６ 民法第 637 条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規

定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請

求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていた

ときは、この限りでない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等

の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等

をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当で

あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 
 

（保険） 

第 54 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険

を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示

しなければならない。 
 

（賠償金等の徴収） 

第 55 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内

に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した

日から請負代金額支払いの日まで年３パーセントの割合で計算した利息を付した額と、

発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年３パーセントの

割合で計算した額の延滞金を徴収する。 
 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第 56 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等

は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、

当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 
 

（契約外の事項） 

第 57 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。 
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（別添３） 

 

入 札 心 得 
 

 

（目 的） 

第１条 釧路自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争（以下「競争」という。）を行う場合におけ

る入札その他の取扱いについては、会計法（昭和 22年法律第 35号）、予算決算及び会計令（昭和 22

年勅令第 165号。以下「令」という。）その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところ

によるものとする。 

 

（一般競争参加の申出） 

第２条 一般競争に参加しようとする者は、令第 74条の公告において指定した期日までに、令第 70条の規定

に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分

任支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。 

 

（入札保証金等） 

第３条 競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札執行前に、見積金額の 100

分の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付

し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、

この限りでない。 

  ２ 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契

約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為

担当官に提出しなければならない。 

  ３ 入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後

にその受領証書と引換えにこれを還付する。 

 

（入札等） 

第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場

合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることがで

きる。 

  ２ 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。

なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記すること。 

３ 入札書は、様式１により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示

した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子入札システムによる入札の場合、入

札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。

ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て又は分任支出負担行為担当官の指示により書面により

提出する場合は、様式１により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を標記し、公告、公示

又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。紙による入札の承諾に関しては、

承諾願い（様式２）を提出するものとする。 

  ４ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状（様式３）を持参させなければならない。 

  ５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできな

い。 

  ６ 入札参加者は、令第 71条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 

 

（入札の辞退） 
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第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 

  ２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るもの 

とする。 

    ① 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式４）を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵

送（入札日の前日までに到達するものに限る。）して行う。 

    ② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提

出して行う。 

     ③ 電子入札システムにあっては、システム上の操作（辞退届をクリック）により辞退届を提出する。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 

 

（公正な入札の確保） 

第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）等に

抵触する行為を行ってはならない。 

  ２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思に 

ついていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

  ３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 

 

（入札の取りやめ等） 

第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができな

いと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取

りやめることがある。 

 

（無効の入札） 

第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

  ① 競争に参加する資格を有しない者のした入札 

  ② 委任状を持参しない代理人のした入札 

  ③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 

  ④ 記名押印を欠く入札（電子入札システムによる場合、電子認証書を取得していない者のした入札） 

  ⑤ 金額を訂正した入札 

  ⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

  ⑦ 明らかに連合によると認められる入札 

  ⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

  ⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札 

⑩ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

（入札書等の取り扱い） 

第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行

動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内

訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 

 

（落札者の決定） 

第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって

入札した者を落札者とする。 

 

（再度入札） 

第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ち

に再度の入札を行う。ただし、電子入札システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行
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うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。 

    入札執行回数は再度の入札を含め、原則として２回を限度とする。 

 

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第９条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、紙入札の場合は直ちに、当該入札をし

た者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子入札システムによる入札の場合は、分任支出負担

行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 

  ２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札

事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

 

（契約書等の提出） 

第 10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案

に記名捺印し、落札決定の日から７日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければなら

ない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。 

   ２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 

   ３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ず

る書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がそ

の必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 

 

（契約保証金等） 

第 11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければな

らない。 

① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書 

(ｱ) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

（昭和 29 年法律第195 号）に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用

金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協

同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は

公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事

業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長 

岡野 隆宏」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 

(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるよ

うに申し込むこと。 

(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 

(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 

(ｷ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものとすること。 

(ｸ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更す

る場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｹ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、

会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している

場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｺ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、

銀行等に返還するものとする。 

② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。 

(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所釧路自然



 

4 

 

環境事務所長 岡野 隆宏」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載される

ように申し込むこと。 

(ｴ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の１の金額以上とすること。 

(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 

(ｶ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合

等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｷ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会

計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 

(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長

 岡野 隆宏」と記載するように申し込むこと。 

(ｴ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるよ

うに申し込むこと。 

(ｵ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の１の金額以上とすること。 

(ｶ) 保険期間は、工期を含むものとすること。 

(ｷ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従う

こと。 

(ｸ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会

計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

 

（異議の申立） 

第 12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由と

して異議を申し立てることはできない。 

 

（入札書） 

第 13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるか

を問わず、見積った契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

別紙 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見積書）の提

出をもって誓約いたします。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議

は一切申し立てません。 

  また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）。ただ

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）及び登記簿謄本の写

しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについ

て同意します。 

 

記 

 

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

（１）契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

あるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 

 

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約

に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当

該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたこと

を知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ

報告を行います。 
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様式１（用紙Ａ４） 

 

入  札  書 

 

 

 

 

                                                                            

－金                                                          円 

                                                                            

 

 

 

 ただし、令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生

モニタリング）業務競争契約入札心得等を承諾並びに暴力団排除に関する誓約事

項に誓約の上、入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

住    所 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名 

 

代理人氏名             印 

 

 

 

分任支出負担行為担当官 

 北海道地方環境事務所 

 釧路自然環境事務所長 岡野 隆宏 殿 
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様式２（用紙Ａ４） 

 

令和  年  月  日 

分任支出負担行為担当官 

 北海道地方環境事務所 

 釧路自然環境事務所長 岡野 隆宏 殿 

 
                        住   所 
 
                    会 社 名 
 
                       代表者氏名                             印  
 

 

電子入札案件の紙入札方式での参加について 

 

下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式

での参加をいたします。 

 

記 

 

１．入札件名：令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタ

リング）業務 

２．電子調達システムでの参加が出来ない理由 

（記入例）・電子調達システムで参加する手続きが完了していないため。 

  担当者等連絡先 

  部 署 名： 

 責任者名： 

担当者名： 

  Ｔ Ｅ Ｌ： 

  Ｆ Ａ Ｘ： 

  E - m a i l： 

※捺印した場合は記載不要 
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様式３-①（用紙Ａ４） 

 

委  任  状 

 

令和  年  月  日 

 

分任支出負担行為担当官 

 北海道地方環境事務所 

 釧路自然環境事務所長 岡野 隆宏 殿 

 

 
                        住所 
 
               （委任者）会社名 
 
                       代表者氏名                             印  
 
                         代理人住所 
 
               （受任者）所属（役職名） 
 
                         氏名                                   印  
 

 

 

当社、           を代理人と定め下記権限を委任します。 

 

 

委任事項：1. 令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタリン

グ）業務の入札及び見積りに関する一切の件 

     2. １の事項に係る復代理人を選任すること。 

  担当者等連絡先 

  部 署 名： 

 責任者名： 

担当者名： 

  Ｔ Ｅ Ｌ： 

  Ｆ Ａ Ｘ： 

  E - m a i l： 

※捺印した場合は記載不要 
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様式３-②（用紙Ａ４）復代理人を選任するときに使用 

 

委  任  状 

 

 

令和  年  月  日 

 

分任支出負担行為担当官 

 北海道地方環境事務所 

 釧路自然環境事務所長 岡野 隆宏 殿 

 

 
                        代理人住所 
 
               （受任者）所属（役職名） 
 
                       氏名                             印  
 
                         復代理人住所 
 
               （受任者）所属（役職名） 
 
                         氏名                             印  
 

 

当社、           を復代理人と定め下記権限を委任します。 

 

 

委任事項：1. 令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタリン

グ）業務の入札及び見積りに関する一切の件  

  担当者等連絡先 

  部 署 名： 

 責任者名： 

担当者名： 

  Ｔ Ｅ Ｌ： 

  Ｆ Ａ Ｘ： 

  E - m a i l： 

※捺印した場合は記載不要 
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様式４ 

 

入 札 辞 退 届 

 

件 名 令和７年度(繰越)知床生態系維持回復事業エゾシカ対策調査等（植生モニタリング）

業務 

 

 上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 

 

令和  年  月  日 

 

 

                住    所 

                商号又は名称 

                代表者氏名               印 

 

 

分任支出負担行為担当官 

 北海道地方環境事務所 

 釧路自然環境事務所長 岡野 隆宏 殿 

 

 

  担当者等連絡先 

  部 署 名： 

 責任者名： 

担当者名： 

  Ｔ Ｅ Ｌ： 

  Ｆ Ａ Ｘ： 

  E - m a i l： 

※捺印した場合は記載不要 
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             入札書封筒の記入例 

 

            表                                   裏 

 

 

    

分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官 

 
 

北
海
道
地
方
環
境
事
務
所 

 
 

釧
路
自
然
環
境
事
務
所
長 

岡
野 
隆
宏 

殿 

  
 

令
和
○
年
○
月
○
日
開
札 

 
 
 

 
 

（
件
名 

 
 
 
 
 
 
 

） 

入
札
書
在
中   

 
 

 

             印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住（株） 

所 ○ 

○ ○ 

○  ○ 

○  ○ 

○  ○ 

○  ○ 

○  ○ 

○  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

 

封緘に使用する印は、入札当日出席する（復）代理人の印（代表者が出席する場合はその印）を使用する。 
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